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○山本委員長  皆様、おはようございます。 

  ただいまから第 11 回「消費者団体訴訟制度検討委員会」を開催いたします。 

  本日は、お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

  それでは、早速、議事に入ります。 

  本日は、「適格消費者団体の要件」について御議論いただきます。 

  まず、事務局より資料の説明をお願いします。 

○鈴木室長  それでは、お手元の資料１をご覧ください。 

  本日は「適格消費者団体の要件」ということで御議論いただきたいと思います。 

  １ページをお願いいたします。「１．基本的考え方」でございます。 

  Aにございますように、適格消費者団体の要件は、消費者利益代表性、訴権行使

基盤、弊害排除の３つの観点が基本となります。 

  そして、Bにおきまして、具体的な適格要件の設定に当たりましては、差止請求

が社会的、経済的にも大きな影響を与えるものであることを踏まえ、明確かつ適切

な基準とする必要があるということでございます。 

  なお、括弧に書いてございますが、事後的担保措置、制度の濫用防止措置など、

本日の議題は密接に関わるものですが、これらの問題、そして、適格性の判断を誰

がするかという問題は、次回の検討委員会で御議論をお願いしたいと考えておりま

す。 

  ３ページをお願いいたします。 

  「２．適格要件の具体的な在り方」ということで「（１）法人格、団体の目的」

でございます。 

  まず、Aにございますように、適格消費者団体となる法人は、消費者全体の利益

擁護を目的としている必要があるということでございます。そして、営利を目的と

する法人については、除外する必要があるということでございます。 

  Bにございますように、このため、消費者問題とは異なる分野を目的とする法人、

あるいは特定の者の利益擁護や団体の構成員の相互扶助を目的とする法人は、適格

団体から除外される必要があるということで、幾つか例示させていただいておりま

す。 

  Cにございますように、消費者問題のうち特定の分野、金融ですとか賃貸借分野

に限って活動する法人でも、消費者全体の利益擁護を図ることを目的としていると

認められるものについては、適格団体から除外する必要はないのではないかという

ことでございます。 

  Dにございますが、なお団体の目的の要件を規定する際には、差止請求権の公正

・的確な行使を確保する観点から、法人が行うべきでない活動として、定型化・類

型化できるものがあれば制限すべきではないかということで、これも併せて検討す

る必要があるのではないかということでございます。 
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  なお、４ページの方に＜イメージ例＞ということで、これからあともイメージ例

というのが幾つか出てございますが、これは制度をつくり、そして運用していく上

で、この程度の水準のものを念頭に制度をつくり上げ、そして運用していってはど

うかということで、例として提示させていただいております。法律に、このとおり

ぴったり書くということではありませんで、あくまで水準ということで御議論をい

ただいていきたいと思います。 

  続きまして、13 ページをお願いいたします。「（２）活動実績」でございます。 

  Aにございますように、消費者利益代表性を有すると認められるためには、単に

定款に形式的に消費者全体の利益擁護と書いてあればいいというものではございま

せんで、実際の事業内容が不特定多数の消費者を対象としている等の実質を備えて

いる必要があるということで、あくまで、目的と事業内容を照らし合わせて判断す

るということでございます。そして、これらの事業が法人の主たる活動として、相

当期間、継続的に行われていることも必要ということでございます。 

  Bにございますように、消費者利益代表性を有するためには、構成員の事業内容

ではなくて、あくまで当該法人自身の事業内容に基づいて、活動実績の有無を判断

するのが適切ではないかということでございます。 

  Cにございますように、なお、この活動実績については、十分な訴権行使基盤を

有すること、そして、企業恐喝を始め、不当な目的を有した団体等ではないことを

チェックする上でも重要な指標であり、こうした観点も含め、適切な要件化を図る

必要があるのではないかということでございます。 

  続きまして、19 ページをお願いいたします。「（３）人的基盤、財政基盤、組織

運営体制」でございます。 

  「A基本的考え方」の、ア.にございますように、差止請求権が的確に行使され

るためには、適格団体は、対象となり得る事案に関する情報の収集や分析、事業者

に対する事前交渉や差止請求、消費者への情報提供など、一連の活動を適切に行う

ことが必要ということで、一連の活動のイメージとしては、20 ページに掲げてござ

います。 

  イ.にございますように、適格消費者団体は、こうした活動が確実に遂行される

基盤として、適切な組織運営体制、人的基盤、財政基盤を備えていることが必要と

いうことでございます。 

  ウ.にございますように、実際、制度を運用していく上では、こうした組織運営

体制や人的基盤などが備わっているということを事業規程に書き込んでいただいて、

それを適合性の判断主体が判断するということになると考えております。 

  23 ページをお願いいたします。Bの「組織運営体制」でございます。 

  ア.にございますように、差止請求権を的確に行使するためには、適切な組織運

営体制の下で、健全で透明性の高い事業運営が行われている必要があるということ
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で、具体的には、イ.にございますように、まず一連の活動を行う部門等が明確で

ある必要があるということでございます。 

  そして、２番目のポツにございますように、それらの検討を行ったりする部門が、

団体の最終的な意思決定を行う機関と明確に分離されている必要があるということ

でございます。 

  ３番目にございますように、独自の事務局、そして所要の職員が必要ではないか

ということでございます。 

  また、ウ.にございますように、情報管理・情報公開の面で、最初のポツにござ

いますように、一連の活動で色々知り得た個別具体的な情報は、適切に管理すると

ともに、２番目のポツにございますように、一方で事業運営の透明性を確保するた

めに、事業活動に関する一定の情報開示をきちんとすること。 

  そして、３番目のポツにございますように、監査等により事業運営の健全性が担

保されていることが必要ではないかということでございます。 

  なお、情報開示の問題等につきましては、次回検討委員会において、詳しく議論

していただく予定でございます。 

  続きまして、29 ページをお願いいたします。「C人的基盤」でございます。 

  ア.にございますように、差止請求権を的確に行使するためには、消費者被害の

実情に精通するとともに、法的な分析が必要ということで、消費者問題、法律問題

についての専門知識や経験を備えた人材確保が必要ではないかということで、イ.

にございますように、消費生活相談員や弁護士、司法書士等の専門家が想定される

のではないかということで、これらが確保されていることが必要ではないかという

ことでございます。 

  35 ページをお願いいたします。「D財政基盤」でございます。 

  ア.にございますように、差止請求権を的確に行使するためには、活動が継続的

に遂行される必要があり、運営経費や訴訟に要する費用など、一定の費用が必要と

いうことで、十分な財政基盤が必要ということでございます。 

  なお、この財政基盤については、事業運営のための必要な資金の額ですとか、調

達方法、運営状態などから総合的に判断すべきものであり、ボランティアの協力や

他団体からの寄附も考慮されてよいのではないかということで、イメージ的には 3

6 ページの最初の○にございますように、年間ベースのフローで赤字の見込みがな

いこと、２番目の○にございますように、ストックベースで見ても債務超過でない

ことと、また、３番目にございますように、寄附金やボランティアを予定している

場合には、その見込みが確実であること等をイメージしております。 

  続きまして、41 ページの「（４）団体の規模」でございます。 

  Aにございますように、団体の規模については消費者利益代表性を判断する基準

の１つという考え方や、訴権行使基盤を判断する基準の１つであるという考え方が
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あり得るということでございまして、このうち、Bにございますように、訴権行使

基盤という観点につきましては、これまで見てきましたように、消費者問題や法律

問題についての専門的知識、経験を備えた人材の確保や情報の収集・分析体制、こ

れらを支える独自の事務局等が整備されていることが重要と考えられるところでし

て、団体の構成員数ではなくて、体制面での整備が十分図られているかをもって、

団体の規模が、必要と考えられる趣旨を満たしているかを判断すべきではないかと

いうことでございます。 

  Cにございますように、消費者利益代表性という観点につきましては、この団体

訴訟制度が、特定の者、団体の構成員の利益擁護ではなくて、消費者全体の利益擁

護を目的としたものであることを考えますと、活動自体が消費者全体の利益擁護の

ために積極的に展開されていることが重要と考えられます。 

  したがいまして、団体の構成員数ではなくて、活動実績において、それが積極的

に展開されているかということで、受益範囲ですとか、規模などが十分なものとな

っているかをもって判断すべきではないかということでございます。 

  続きまして、43 ページをお願いいたします。「（５）事業者等からの独立性」で

ございます。 

  Aにございますように、適格団体が特定の事業者、事業者団体の影響下にある場

合は、事業者の不当な行為に対して十分な対応が期待し得ない、あるいは、競合事

業者に対する不当な訴えが提起されるおそれがあるなどの問題が想定されるところ

でして、事業者等からの独立性を要件とする必要があるということです。 

  Bにございますように、この要件について、論点整理をさせていただいておりま

す。 

  まず、影響を排除すべき「事業者等」について、どう考えるかということですが、

まず営利を目的とする事業者等からの影響は、これはやはり排除する必要があるの

ではないか、また、非営利の事業者、括弧の中に色々書いてございますが、こうし

たものからの影響も排除すべきと考えるべきかどうかということでございます。 

  次に、そうした事業者からの「独立性」についての考え方、でございますが、独

立性については、やはり適格消費者団体の役員が意思決定等を適切に行い得るかが、

何よりもポイントではないかということでして、そうした適切な意思決定を担保で

きる仕組みをつくる必要があるのではないかということで、具体的にはア.にござ

いますように「事業者等」を役員から外す、あるいは、イ.にございますように「事

業者等」が役員の過半数を占めたり、代表権を有したりしないようにする等の仕組

みが考えられるのではないかということです。 

  一番下のポツにございますが、以上のように役員のところで意思決定を抑えるこ

とに加えて、果たしてその他にも必要があるかということで、適格消費者団体の構

成員、これは社団法人、ＮＰＯ法人の社員ということで、要は議決権を持っている



 

 5

人をイメージしておりますが、そうした構成員ですとか、あるいは、まさに団体の

職員などについても、果たしてそうした制限を設ける必要があるのかどうかという

ことでございます。 

  44 ページをお願いします。Cにございますように、事業者等の対象をどう考え、

また役員の構成等をどう規律するかについては、色々な組み合わせが考えられると

ころですが、他の立法例も参考にしつつ、制度の趣旨、消費者団体の実態・在り方

等を総合的に勘案して、検討するのが適当ではないかということでございます。 

  また、Dにございますように、役員構成等、言わば仕組みとして恒常的に担保す

るという論点でございますが、そのように確保していても、個別ケースによっては

理論的には一部の役員と不当行為を行う事業者等の間に利害関係が生ずる場合とい

うのは、例えば括弧にございますように、役員が当該事業者等の役員をしている場

合などが想定されるところですが、こうした場合の弊害を排除することについては、

どう考えるべきかということでございます。 

  Eにございますように、なお、消費者団体の中には、活動資金の確保などのため

に事業を行っている団体もありまして、これにつきましては、消費者全体の利益擁

護という目的の遂行、差止請求の交渉を始めとする、こうした目的の遂行にあくま

で支障のない限りにおいては許されるものではないかと考えられるところでござい

ます。ただし、この場合も、その事業と同種の事業を行っている競合相手等に対し、

不当な差止請求を行うといった弊害が生じないような仕組みとすべきではないかと

いうことでございます。 

  最後に、47 ページをご覧いただきたいと思います。「（６）暴力団等反社会的存

在の排除」でございます。 

  Aにございますように、差止請求権を行使しようとする適格団体が暴力団などの

反社会的存在の支配下にある場合には、正当な権利行使を装って事業者等に不当な

要求を行うことが想定されるところでして、このような反社会的存在からの独立性

を要件とする必要があるということでございまして、Bにございますように、こう

した弊害につきましては、他の立法例では、最初のポツにございますが、暴力団等

が法人の活動を支配したり、役員となったり、業務に従事しないようにする。ある

いは、役員から一定の刑罰に処せられてから一定期間を経過しない者を除く等の法

人の実態に着目した規制を設けたり、役員の欠格事由規定等を整備して対応してい

るところでありまして、団体訴訟制度におきましても、これらを参考にしながら適

切な要件を設定する必要があるのではないかということでございます。 

  以上でございます。 

○山本委員長  どうもありがとうございました。 

  それでは、ただいまの説明を受けまして、御審議をいただきたいと思います。 

  資料１の目次をご覧いただきますと、２．で（１）から（６）まで論点を整理し
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て掲げております。それぞれのパーツが密接に絡むものと思いますので、まずは全

般について自由に御意見をいただきまして、その後、議事の進行に応じて出された

論点、あるいは（１）から（６）までの要件ごとに議論を深めていきたいというふ

うに考えております。 

  それでは、全般につきまして、御自由に御発言をお願いいたします。 

  長野委員、どうぞ。 

○長野委員  長野です。 

  全般的にはよく整理されていると思いますけれども、まず、３ページの「法人格、

団体の目的」なんですけれども、これについて、いわゆる生活協同組合を除外する

必要があるとしていることについて、一言申し上げたいと思います。 

  消費者全体の利益擁護という場合の「全体」という意味なんですけれども、これ

は具体的には特定少数の、例えば何人かの消費者、固有の利益を守るものではない

という意味だろうと思います。生活協同組合の場合は、特定の組合員等の生活の向

上というふうなものが目的とされておりますけれども、ただ、一般には広範な範囲

を持っておりまして、しかも、潜在的に自由に出入りできるというふうな性質にあ

ると思います。 

  実際に、生活協同組合ないしは生活協同組合連合会が行っている提言とか、食の

安全であるとか、契約の安全などの諸活動からすると、現実に消費者全体のための

活動と重なっているというか、それをまさに行っているところが多いと思います。

また、本審議会においても日本生協連の方から品川専務が委員として参加しておら

れるのは、生協連が日本の中で紛れもなく消費者団体だというふうに認識されてい

ることからだろうと思います。ですから、この生活協同組合を省くというのはどう

かというふうに思います。外国の立法例でも、たしかフランスでも事業の排除はあ

りましたけれども、生協は入っていたかと思います。その点が、まず１点です。 

  これは、法人の目的の面からの生活協同組合、生活協同組合連合会の制限ですけ

れども、また生活協同組合、生活協同組合連合会が団体の構成員になれるかという

のは、また別の問題だろうと思いますので、それはそこのところで申し上げたいと

思います。 

  あと、13 ページの「活動実績」のところでございます。 

  ここで、相当期間の現実の活動が要件とされておりますけれども、この相当期間

については、どの程度を予定しておられるのかというのは事務局の方にもお伺いし

たいところです。私の意見としては半年から１年程度の活動実績があれば十分では

ないかというふうに思います。 

  また、これは法人自身の事業内容に基づいて、活動実績の有無を判断するという

ふうにBでなっておりますけれども、この消費者団体訴訟については非常に行うの

に負荷が大きい事業であるというふうに考えております。今まで何回も出ておりま
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すように、「全体」のために行う。そこで一定の収入が得られるかというと、それ

は得られない活動であります。そうだとすると、１つの消費者団体で行うには非常

に負荷が大きい。ですから、現実に東京の方であるとか、関西の方であるとか、既

存の消費者団体が連合する動きが出てきておるようですけれども、そういった場合

に、これまで消費者保護活動について一生懸命やってきた構成団体の活動を一切考

慮しないのはどうかというふうに思います。ですから、主な構成団体について、こ

れまでの活動実績を判断するというふうにした方が現実的であるし、具体的にも妥

当ではないかというふうに思います。 

  23 ページですけれども「B組織運営体制」についてでありますが、これについて

団体の意思決定を行う機関、理事会等と実際の検討を行う検討委員会とでも言うん

でしょうか、それが明確に分離されていること、というふうなことが挙げられてお

りますけれども、これは理論的には分離する必要は特にないのではないかと思いま

す。具体的には、理事会で検討できれば、それはそれでいいのではないかというふ

うに思います。ここを分けておられる趣旨が、もう一つ私自身理解できかなったの

で、もし明確な理由があるのであればお教えいただきたいと思います。 

  情報管理等については、次回ということですけれども、これは次回で結構です。 

  あと 29 ページの「C人的基盤」なんですけれども、ここで言う専門家の確保の

「確保」の意味ですけれども、これには提携するとか、あとボランティアで参加し

ていただくとか、当然構成員として参加する、そういった広い形で確保、単に構成

員となっているというだけではなくて、提携、ボランティア、それから構成員とし

て参加、そういった広い形を含むというふうに理解してよろしいのかどうか。それ

が妥当だと私は思いますけれども、それについてもお伺いしたいと思います。 

  次に 35 ページの「D財政基盤」についてですけれども、ここで挙げられており

ます、ボランティアの協力を得たり、他団体からの寄附を利用することが考慮され

るということについては、私自身賛成です。 

  実際にも、たしか特定非営利活動法人企業責任フォーラムが運営している消費者

基金のような動きがありますし、また実際の多くの消費者団体では会員のボランテ

ィアによる活動で支えられているのが実情だと思いますし、それで継続的な活動が

なされていく見込みがあるのであれば、このような要件でいいのではないかという

ふうに思います。 

  次に、41 ページの「（４）団体の規模」ですけれども、これまでは構成員数のこ

ともありましたけれども、今日事務局から出た案では、構成員数ではなくて体制で

あるとか事業内容であるとか、そういった内容で規模に求められる趣旨が満たされ

ているかどうかを判断するというやり方が挙げられていますけれども、これは１つ

のやり方であろうと思いますし、特に反対するものではありません。 

  ただ、もし人数要件を定めるとするならば、実際の活動がやはり消費者利益を代
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表しているかどうかという点が重要であろうと思いますし、また消費者団体の中に

は構成員を持たない財団法人も含まれておりますので、定めるとすれば今まで私が

申し上げていますけれども、100 人程度で妥当ではないかというふうに考えており

ます。 

  43 ページの「（５）事業者等からの独立性」ですけれども、まず影響を排除すべ

き事業者等についてですけれども、これについては営利団体は排除することについ

ては異論はありません。ただ、「事業者」と言った場合に、消費者契約法上の事業

者一般を全て指すとなると問題であろうと思います。消費者契約法上の事業者は、

皆さん御存じかと思いますけれども、団体はすべて入りますし、しかも個人で事業

を行っているものはすべて入ります。私も弁護士をやっていますけれども私も入り

ますし、農家の人も入りますし、その辺の商店主のおじさん、おばさんも入ります

し、こういった方々が消費者運動をやりたいというときに、消費者団体の役員にな

れないというふうな事態というのは、果たして妥当であろうかというふうに思いま

す。 

  こういった、特に個人事業主については、一方で消費者契約法上の事業者という

立場ではありますけれども、他方でこの方々は消費者であることも間違いないです。

私も消費者の一人だと思っております。 

  ですから、理論的にも、それをすべて排除するのはどうかというふうに思います。 

  事業を行っていることと、消費者団体に参加して、消費者利益を守ろうとするこ

とというのは、また別の活動というふうに理解できると思いますので、それを一緒

にして議論するのは妥当ではないというふうに思います。むしろ、そういった形で

そのものが行っている事業との関連で弊害が生じるような場合は、濫訴の防止であ

るとか、そういった別の面で整理すべき問題であろうというふうに思っています。 

  あと、確認ですけれども、ここは営利事業団体である会社の役員は、当然事業者

ではないというふうに理解していいと思っておりますけれども、その点も念のため

にお答えできればと思います。 

  次に、独立性についてのことですけれども、先ほど申し上げたように事業者と言

っても、消費者の権利擁護の活動に参加する目的というのは、自らの事業とは基本

的には関係がないであろうと思います。個人の場合は、一方で消費者であるのも先

ほど申し上げたとおりですので、そういった場合に、個人事業主であるとか、非営

利団体がこういった消費者団体に参加する場合に、特定の制限は要らないのではな

いかというふうに思います。 

  ですから、ここに挙げられております「ア．『事業者等』を役員から外す」それ

から「イ．『事業者等』が役員の過半数を占めたり、代表権を有したりしないよう

にする」というのも、この事業者が営利団体のことを指しているということであれ

ば、それはそれで結構かと思いますけれども、それ以外を、それ以上に広げるとい
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うときは、こういった要件は入れるべきではないというふうに思います。 

  また、先ほど生協の問題が出ましたけれども、生活協同組合、それから生活協同

連合会については、現実に行っている活動、それから実際上の機能からしても、消

費者利益を擁護する活動をしていることは明らかだと思いますので、生協、生協連

は構成員として参加できるというふうに理解すべきであろうかと思いますし、この

影響を排除すべき事業者等には入らないというふうに考えた方がいいと思います。 

  Dのところですけれども、ただ、個別具体的な案件で確かに弊害が生じることと

いうのはあろうかと思います。例えば、私は某保険会社の仕事をかなりたくさんや

っているわけですけれども、一方で消費者団体の役員もしております。その場合に、

その保険会社に対して、例えば団体訴訟を行っていこうというときに、私が理事と

して議決に参加できるかというと、それはやはりすべきではないだろうと思います

し、そういった実質的な利益相反が起こる場合については、議決権の停止といった

措置を考慮すべきだろうと思いますけれども、それで十分ではないかというふうに

思います。 

  Eについては、事業活動は消費者団体が財政を確保していく上で当然必要ですし、

事業活動ができるということについては賛成です。 

  ただ、その後の事後的担保措置等、競合相手に対して不当な差止請求を行うとい

った弊害が生じないように、という中身ですけれども、これについても基本的には

濫訴の防止、濫訴の抗弁であるとか、あとは確かに事後審査において審査すること

自体は考えられてもいいのかなと思いますけれども、そういった形で対応すべきだ

ろうと思います。 

  ですから、「（５）事業者等からの独立性」については、私の意見をまとめます

と、営利団体が構成員になれないというふうにすればよいのではないかと思います。

あとは、濫訴の防止であるとか、事後審査でのチェックであるとか、あとは実質的

な利益相反の場合の議決権の停止であるとか、そういった形での対応をすればいい

のではないかというふうに考えております。 

  この「（５）事業者等からの独立性」も含めて、要件審査については、特に組織

体制については実質的な判断がかなり影響してくると思います。要件をかちっと決

めるといっても、杓子定規に全部細かいところまで決めるというのは、なかなか不

可能だと思いますので、次回の検討課題になろうかと思いますけれども、適格団体

認定の仕組みと関係すると思いますけれども、そこで事業者団体からも委員を入れ

て、そういった認定委員会のような諮問機関を作るなりして、目的、実績、そうい

う人的基盤等の内容を考慮した上で、事業者も入った上での要件の実質判断をして

いく形で不当な弊害排除というのは、できるのではないかというふうに考えており

ます。 

  以上です。 
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○山本委員長  どうもありがとうございました。 

  多岐にわたる御意見、御質問をいただきました。事後の審議を円滑に進めるとい

う観点から、幾つかの御質問が出されていたと思います。その質問にお答えいただ

いて、この資料の趣旨について正確な理解を、共通認識を持った上で議論を進めた

いと思いますので、事務局の方からお答えいただければと思います。 

○鈴木室長  まず、23 ページの意思決定を行う機関の明確な分離と書いた趣旨です

けれども、これは、例えば卑近な例では、金融機関とかでよく営業と審査の分離で

すとか、あるいは政府の行っている第三者機関的なものでも、いわゆる判定部門と

最終的な審判部門を分けるというのを規定しているものが多うございまして、これ

にならったというのが１つと、何よりもやはり最終決定は、訴権を行使するかどう

かというのは理事会、役員のところで決定していただくことになると思いますけれ

ども、先ほどの「（５）事業者等からの独立性」のところと絡みますけれども、一

応事務局の発想としては、役員のところで、何よりも構成を適正にすることなどに

よって、事業者性の排除というのを抑えようとしていると。 

  ですから、理事会の構成を適切に抑えるという意味で、それと裏返しですけれど

も、理事会というものの独立性をやはりきちんと保たなければいけないという趣旨

でここは書いてございます。 

  最後の方の、「（５）事業者等からの独立性」のところで、役員以外に入るのか

というところなんですけれども、これにつきましては、既存の立法例をまずご覧い

ただきたいと思うんですけれども、例えば、45 ページをお願いしたいんですけれど

も、立法例では幾つかパターンがあるんですけれども、例えば参考 11「独立行政法

人通則法」と書いてございますが、これは今、国民生活センターを独法化しまして、

ここに書いてございます特定独立行政法人以外の独立行政法人というのに当たるん

ですけれども、これにつきましては、国民生活センターの役員は営利目的の団体の

役員となり、自ら営利事業に従事してはならないということで、つまり対象事業者

の役員がまさに国民生活センターの役員の中に入ってくるというのを、ある意味排

除するような規定になってございます。 

  一方、参考 12 にございます「住宅の品質確保の促進等に関する法律」も例示さ

せていただいておりますけれども、これはやはり政府が第三者機関として認定して

いる評価機関、こういう例も多うございますが、これにつきましては、二号の真ん

中の方に色々線を引っ張っている箇所を見ていただくとわかりますように、登録申

請者の役員に占める関連事業者の役職員の割合が２分の１を超えない、つまり、関

連事業者も役員だけではございませんで、職員まで広くとらえた上で、ただ、役員

の全部から排除するというわけではございませんで、役員の２分の１以下ならいい

というような抑え方の規定になってございます。 

  また、参考 13 にございますように、こういう規定も結構あるんですけれども、
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役員、職員の構成が適正ということで、なかなか上の２つの例みたいに一括りに、

一律に決められないときは、ケース・バイ・ケースに委ねているという例も多うご

ざいます。 

  活動実績の相当期間につきましては、これはやはりこの場でまさに御議論いただ

くというのが基本だと考えております。 

  人的基盤の確保につきましては、一応事務局の考え方では構成員、つまり会員と

言いますか、議決権を持っている構成員とは必ずしも限りませんで、まさに確保と

いうことで、契約などできちんと従事してもらうことが確保されていればいいとい

う考え方に立っております。 

  以上でございます。 

○山本委員長  長野委員、大体よろしゅうございますか。 

○長野委員  １点だけ、理事会の独立性を保つ趣旨のところですけれども、これは

実質的に検討委員会で専門家が入って検討して、例えば事業者等が入らない理事会

で議決の公正さを担保するということですけれども、正直申し上げて最終意思決定

機関である理事会に専門家がいない場合、例えば事業者である弁護士がいない場合

は、実質上多分決定はなかなかできないというふうに私自身の経験からも思います。 

  ですから、理事会に事業者が全く入らないという、事業者である弁護士なり司法

書士という専門家が入らないというのは、なかなか現実に議論をきちんとやってい

って、理事会として自信を持って決定するということが確保できるのかというのは、

非常に疑問に思います。 

  その点だけ申し上げたいと思います。 

○山本委員長  それは理事会のメンバーとして入るということですか。 

○長野委員  メンバーとしてです。 

○山本委員長  わかりました。 

  あと、生協の関係は、資料では、生協は特定多数者の利益擁護を行っているとい

う整理をしていると思うんです。その上で、では、特定多数のものは何でも除外す

るか、それとも生協だけは理屈を超えて、実績があるからとにかく入れることにす

るか、その辺がこの問題との関係では議論しなければいけない点であろうというふ

うに思います。 

  さらに、御審議をお願いいたします。上原委員、どうぞ。 

○上原委員  これは、まず議論の前提だと思うんですけれども、今回のペーパーに

は必ずしもきちんと示されていないので申し上げておきたいんですが、法人格を要

求するということは中間まとめでも、そういうことになったと思うんですけれども、

それ自体がここには出ていないわけです。つまり、１ページのところでは、団体の

要件という基本的な考え方というようなことで書いてあって、３ページのところに

なると、いきなり適格消費者団体となる法人はというようなことで、何となく法人
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でなければならないんだというのは読めるんですが、やはり法人格が必要だという

ことはどこかに押さえておかないといけないのではないかと思いましたので、この

段階の議論のペーパーとしては要らないのかもしれないんですけれども、最終報告

書になる前提で考えますと、その点はきちんと書いておいていただきたいと思いま

す。 

  もう一点ですが、先ほど長野委員の意見でも出てまいりましたが、13 ページの「活

動実績」との関係で、Bのところです。団体そのものの事業内容、法人の事業内容

が問題であるということでありますが、事業内容をどうとらえるかということでも

変わってくるかと思いますが、いわゆる上部団体のようなものではだめだという趣

旨なのかどうか、質問したいわけです。つまり、活発な消費者保護活動をしている

団体が集まって上部団体をつくって訴権の行使のような負担の大きい、しかし、そ

う頻繁にやるものではないような活動は、まとめて上部団体が行うと。そういうよ

うな場合は、これは排除されてしまうのかどうか。 

  例えばドイツの例などを見ましても、そのような団体を排除することは適切では

ないと思いますが、まず原案として、その点をどう考えているのか、この点の御説

明をお願いしたいと思います。 

○山本委員長  これも御質問が含まれていたと思いますが、可能な範囲でお答えを

いただければと思います。 

○鈴木室長  法人格のところにつきましては、一応制度の骨格で合意されていると

いうことで、あえて今回御議論いただくものではないのかなということで、特出し

はしなかったところでございます。 

  活動実績でございますが、これにつきましては、こう記述している理由は、やは

りその団体自身がまさに組織としてしっかり利益代表性を担える体制にあるという

ことを見るためには、確かにどうとらえるかという問題はあると思いますけれども、

団体として有機的に機能しているかというのを見る必要がございますので、このよ

うに記述させていただいております。勿論、それを実態的にどう見るかという問題

はあるかと思っております。 

○山本委員長  よろしいですか。長野委員の御指摘、上原委員の御指摘は、御意見

も含まれていたと思いますので、それはテークノートさせていただきます。 

  ほかの委員の皆さんいかがですか。 

  坂東委員、どうぞ。 

○坂東委員  ありがとうございます。何点か全体の中でお聞きしたいことがあるん

ですが、まず第１点として会員数ではなくて体制面からきちんと評価をしようとす

る姿勢で、この文書が書かれていることは、私はとても歓迎したいというふうに思

います。 

  その上でですが、既にもう議論のあります 13 ページの「活動実績」のBの部分
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の法人の構成員の事業内容について、私も今までの御意見と同意見であるというこ

とをつけ加えたいと思います。 

  とりわけ、20 ページの＜イメージ例＞などを見ますと、情報収集などで、その構

成員であるとか、あるいは他団体からも情報収集をしなければ、実質的活動ができ

ないとしながら、活動実績の評価については、そうした活動を評価しないというの

は、私は矛盾があるというふうに思いますので、この点については、少なくともそ

の部分の活動実績も、評価すべきである。構成をどうするかはまた別問題だと思い

ますが、活動実績としては評価すべきであると、強く申し上げたいと思います。 

  それが第１点です。 

  全体の文書の言わばトーンということを通じての課題でもありますが、恐らく適

格消費者団体を目指している各地の消費者団体にどれだけのことをやれば、具体的

に訴権団体として認めてもらえるのかという視点を提供するということも大変重要

なポイントかなというふうに思います。 

  その意味でいくと、例えば独自の事務局という言葉とか、所要の職員という言葉

は、ある意味では大変重要な言葉であると思いますが、適格消費者団体になるため

には、全体としてここで書かれているすべてのことをクリアーしなければいけない

のかどうかというのは、とても大きな課題です。 

  先ほど 20 ページを挙げましたが、この程度の活動をイメージという形で例を書

かれているというふうに御説明があったので、この程度の活動という意味は、どう

理解するのがいいのか非常に難しいですが、もし、ここで書かれているすべてのこ

とを適格消費者団体となるためにはクリアーしなければいけないということになる

と、そのハードルは相当高いものだと思われます。 

  とりわけ財政問題の議論が次々回の議論だと思いますが、それが十分背景にない

段階で、財政がハードルとして出てくるとすれば、とどまってしまう。やはり議論

を尽くしておく必要があるというふうに思われますが、その点はいかがでしょうか。

この程度という意味内容も含めて、少しお教えいただけたらと思います。 

  以上です。 

○山本委員長  20 ページのイメージ例につき、適格団体になるには、これらの活動

をすべて行うことが必要ということかという御質問だと思いますが、事務局の方か

らお答えをお願いいたします。 

○鈴木室長  一応、やはり将来的に目指すべき水準ということで、勿論、例えば情

報収集なり情報分析の中ですべてやっていただくのが望ましいと考えております。 

  ただし、団体ごとに得意分野とか、いろいろ濃淡はあると思いますので、例えば

情報収集の中で、３ポツのどれを主体的にやるか。それはいろいろあっていいと思

いまして、むしろうちの団体はこれを中心にやるというのを申請の際に提出してい

ただいて、それを適合性主体、それだけで足りるかとか、それを審査するという形
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を念頭に置いておりますけれども、どういう水準、そして選択肢ではだめなのかと

いうのは、勿論この場での御議論だと思っております。 

○山本委員長  それでは、更に御意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。齋藤委員どうぞ。 

○齋藤委員  齋藤です。 

  まず３ページですが、Bのところで、適格消費者団体から除外される必要がある

団体として例示されておりますけれども、営利活動や宗教活動、政治活動などで消

費者問題とは関係のない分野を目的とする法人や、特定のものの利益擁護などを目

的とする法人は、主たる目的のみならず、従たる目的を含めて一切排除される必要

があると考えます。これについては、法解釈によって除外するのでなくて、法律上

明記すべきだろうと考えております。 

  13 ページですが、Cのところの活動実績についてですけれども、「企業恐喝をは

じめ」と書いておりますけれども、団体の目的の中で、例えば企業の恐喝や競争事

業者による営業妨害、買収、相手方の攻撃、こういうものを実際に排除できるよう

に明記されることが必要だろうと考えます。したがって、こういう条件についても

法律上、何らかの形で明記されるのが好ましいと考えます。23 ページの最後のとこ

ろですけれども「監査等により、事業運営の健全性が担保されていること」という

のは大変重要であります。その観点から内部統制システムが整備されている必要が

ある。また、監査されている内容が正しいかどうかを客観的にチェックされていな

ければならないというのは、好ましいことだと思います。 

  なお、厚生労働省で新医療法人に対する公認会計士、財務監査の義務づけという

のが検討されておるようですけれども、こういうのも参考になろうかと思います。 

  43 ページですが、これは以前に１回出たと思うんですが、一番上のAのところに

関連して、競争の相手に不当な差止請求を行うといったような弊害が生じないよう

にすべきであるということは大賛成ですが、そのときに目的と適格要件の審査や事

後的担保措置に加えて、濫用防止措置、すなわち、担保提供命令とか裁判官による

却下制度等を考慮すべきである。その方が有効に機能すると考えます。 

  真ん中のところの独立性についてでありますけれども、独立性については、事業

者等が役員の過半数に満たない場合であっても、全体に与える影響力が大きい場合

も考えられますので、原則事業者等を役員から完全に排除するということが望まし

いと考えます。あと、そういう規定をしない場合は、どういう措置をとるかという

ことも次のステップで検討されるべきかと考えております。 

  以上です。 

○山本委員長  ほかに御意見はございますか。 

  品川委員どうぞ。 

○品川委員  既に御指摘が出ていると思いますけれども、２つ発言させていただき
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ます。１つは、13 ページの「（２）活動実績」という欄で、構成員の事業内容では

なく、という記述になっているわけですけれども、御指摘ございますように団体を

構成員として、その構成している団体の活動も含めて活動実績として考えるべきだ

というのは、種々御意見が出ているとおりだと私も思います。 

  参考５ということで「自然公園法」公園管理団体の例が出されているわけですけ

れども、活動実績について触れているのかとは思いますけれども、これは構成員の

活動について触れている法律でもないように読み取れるのですが、そんなことも含

めて構成員の活動を含むということが必要だと思います。 

  特に 14 ページに＜イメージ例＞ということで、４つほど活動の目的が書かれて

いますけれども、この活動の目的すべてを、この団体で直接行っている必要がある

のか、これらの活動の一定部分については構成している団体が行っているのかとい

うのは、その団体によって色々あり得るということでありますので、13 ページのB

というのは、除外していただく必要があるのではないかと思います。 

  ２つ目は、事業者からの独立性という件でございます。 

  事業者からの独立性ということの必要性については２点挙げられていて、十分な

対応が期待し得ないという点と、それから競合する事業者に対する訴えという点と

２つの理由が挙げられていると思います。 

  後段の競合する事業者に対する不当な訴えというのについて、一定の防御措置、

防止措置を施しておくことは必要だと思いますから、そんな点では 44 ページにあ

りますDなり、あるいはEのただし書きにありますような、競合相手に対して差止

請求を行うような弊害が生じないような個別措置は別途検討する必要があるのでは

ないかと思います。 

  ただ、このことをもって事業者全般について、独立性を担保するかということは、

この点とはまた違うと思っております。そんな点では 43ページにありますように、

事業者について営利を目的とする事業者については排除をする必要があるというの

は、そのとおりだと思うのですが、それ以外の点については、非営利事業者であれ

ば、そこからの独立性ということで、各種制限を付けるということなく、先ほど申

しましたような個別事情については、44 ページD、Eのような措置がとられれば十

分ではないかと思います。 

  以上です。 

○山本委員長  ほかに御意見、御質問はございますか。 

  升田委員どうぞ。 

○升田委員  今回議題になっています適格消費者団体の要件という問題は、もうち

ょっと細分化しますと、一般的な適格性の問題、訴権行使の公正さの確保の問題、

それから具体的な事案との関係での適格性の問題に分かれ得ると思うわけです。 

  今日お示しの案、いろんなことが書いてあって、一見すると一般的な適格性だけ
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の問題のように思われますけれども、その他の要素も含まれていると思うわけです

が、基本的には事務局の案に賛成したいと思います。 

  ところで、今回色々検討しておられる問題というのは、１つはやはり訴権を行使

することによって、社会的な善が確保されるというだけではなくて、やはり濫用、

あるいは弊害というものが的確に防止されるということが必要であろうと思います。 

  この場合、濫用、弊害としてどういうものがあるかということを想定しますと、

例えば不正な競争がこれによって行われる。あるいは、競争が阻害されるというこ

ともありましょうし、不正な利益を得ようとするということもありましょうし、あ

るいは、不当な加害を行うということもあるわけですし、これはいずれも重要な要

素だと思います。 

  そのほかに、実は訴訟が提起されるということが非常に軽く見られているわけで

すけれども、これは個人にとっても事業者にとっても非常に重要な、あるいは場合

によっては深刻な社会的な事実であり、かつ負担になるわけで、訴権が行使されて

訴訟が提起されるということ自体を余り軽く考えるというのは賛成できないわけで

あります。 

  そういった観点から見ますと、今回提案されていますのは、これを法律上要件と

して書く場合の法律上の要件として想定されているのか、あるいは法律上の要件を

前提とした具体的な認定の基準としてお考えになっているのか、その辺りがはっき

りしないわけであります。法律上の要件として、どういうものが規定できるかとい

う点も十分に御考慮いただき、かつ最終的にやはり具体的な認定の妥当性というも

のが問題になるわけでありまして、そういったところにも御配慮いただきたいと思

うわけであります。 

  そういった点から見ますと、幾つかの点についても御検討いただきたいと思うわ

けでありますが、１つは先ほど申し上げました訴権行使の公正さをどうやって確保

するかという観点が、どこかにも伺えるところもあるわけですけれども、抜けてい

るのではないかという気がいたします。それは、どこに関係しますかと言いますと、

組織運営についてもう少し詳細な規定、あるいは要件というものを設けた方がいい

のではないかという気がするわけであります。 

  やはり、こういった本来的に他人の権利を行使するというような場合、社会的な

影響も大きいわけでありまして、そうしますと行使することについてやはり社会的

な批判を受け、かつそれに対して適切に説明するということが常識であると思いま

す。そのためには、色々な制度が考えられるわけでありますけれども、例えば報告

の義務、あるいは説明義務というようなものを課してもいいと思いますし、あるい

は場合によっては、公的な検査を受けるということも必要になるわけであります。 

  そのほかに、例えば訴権を行使する、決定をした、そういった手続、あるいは決

定に至る情報、そういったものをやはり公開すべきだろうと思いますし、そういっ
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た手続がどのように行使されるのかといった手続的な適正さを担保するだけの規定

を設けるということも重要になるわけではないかと思います。 

  今日議論されています中で、事業者という概念が問題になっているわけでありま

すけれども、これは差止の対象が消費者契約法を前提としているとすれば、当然事

業者というのは同法上の事業者というのを前提とすべきでありますし、先ほど御指

摘にありましたような零細な事業者であっても、やはり弊害として想定される不正

な競争、あるいは競争の阻害、不正な利益、不当な加害ということは当然生じるわ

けでありまして、零細であるから問題にならないということはないわけであります。 

  更に、過去に事業者であったものの取り扱いについてもどうするかをきちっとし

ておかなければいけないというふうに思うわけであります。過去に事業者であって、

現在はその事業者ではないけれども、すぐにまた元の事業者になるというような濫

用の仕方も十分考えられるわけでありますから、やはりそういった辺りは十分に慎

重に検討していただきたいと思うわけであります。 

  以上です。 

○山本委員長  どうもありがとうございました。ほかに御意見ございますか。 

  寺田委員どうぞ。 

○寺田委員  寺田です。 

  全体的にこれまで基本的考え方を一応まとめていただいた、その方向性に沿って

必要な項目についてはおおむね網羅されていると思いますし、そこで事務局の方で

示唆していただいた方向性について、おおむね賛同できるわけですけれども、１点

だけ、やはりちょっと数の要件というか、規模のところについて、こういう活動実

績とかそういったようなことで事実上、数の要件を満たさなくても補完できるとい

うような方向性が示されているんですけれども、やはり団体にとって、そういう会

員の構成員の数でありますとか、組織率でありますとか、そういったようなものは、

やはりその団体そのものがどういう形で周りから評価されているのかということを

計る１つのバロメーターみたいなものだろうと思います。それでは何人ならいいの

かと聞かれると、これはなかなか非常に難しい、100 人でいいのかどうなのか、色

々な難しい議論が出てくると思うので、ここはちょっとなかなか技術的には大変面

倒な話だということは、私もよく理解できるんですけれども、特に制度の導入時に

おいて、制度が導入される以前の活動実績でもって何かを判断しなければいけない

という形になると、なかなか判断が難しいような点も出てくると思いますので、補

完的な要件としてでもいいんですけれども、何かそういう数の概念というのを導入

していただけるような方向で検討をいただけないだろうかというふうに考えており

ます。 

  以上です。 

○山本委員長  ほかに御意見ございますか。 
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  鹿野委員どうぞ。 

○鹿野委員  今の御発言と共通する部分もあるのですが、一言意見を申し上げます。

実際、この制度を立ち上げて、一定の団体を適格団体と認めるという場合、その審

査の手続については次回に具体的に検討するということですけれども、審査をする

際の目安ということを考えた場合には、ある程度何か数値なりの客観的にわかりや

すいものがあった方がよいのではないかと考えます。 

  以前に、私はこの検討委員会の中で、もし実質的なところでかなりの部分が判断

できるのであれば、人数要件はそれほど高くしなくていいのではないかという趣旨

のことを申し上げました。しかし、具体的に手続を考えてみますと、実質的な要件

はどうしても抽象的な表現になってしまうでしょうから、それだけで判断すること

は、結構困難が伴うのではないかと思われるのです。 

  そういうことで、やはり団体の構成人数についても、一応の目安として何らかの

ものを立てておく必要があるのではないかという気がします。 

  それから、例えば 13 ページ記載の、相当期間、継続的に行われているという要

件についても、例えば、最低１年以上の期間継続して行われているというような形

での明確な数値というものを設けるべきではないかと思います。 

  人数要件に関連してついでに申し上げますと、42 ページのところに外国の例が挙

げられているのですが、例えばイギリスで「構成員の規模についての要件なし」と

されていて、それでは、要件がないから容易にたくさんの団体が認められるのかと

いうとそうではなく、むしろ御存じのとおりイギリスでは民間の団体については極

めて少ない数しか認められていないという現実もあります。実際のイメージがどの

ようになるのかは、数値を設けたからといって、それほど明確になるということで

はないかもしれませんけれども、実質的且つ抽象的な要件だけではわかりにくい部

分を、できるだけ客観的な基準を設けてわかりやすくしていくのも１つではないか

と思います。 

  以上です。 

○山本委員長  ほかに御意見ございますか。 

  岩佐委員どうぞ。 

○岩佐委員  まず、構成員の件ですけれども、やはり私も最初のときは人数要件が

必要だと思っていたんですが、では何名だったらいいかというような線引きという

のはかなり難しいということで考えておりまして、やはり今回のような実績とか、

あと透明性をもってして団体を認定するという方が、やはり今の現状、前にも御議

論があったブティック型の消費者団体の方も含めまして、カバーできるのではない

かと思います。 

  あと「活動実績」についてなんですが、やはり今回の消費者団体訴訟制度という

のは、新しい消費者団体の現状とは違う活動プラス、今後の消費者運動の展開とい
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う新しいことを考えるということから考えますと、やはり現状とは随分乖離してい

る部分というのがあると思いますので、そういうところから言うと、13 ページのB

番の当該法人自身の事業内容に基づいて、活動実績の有無を判断するという部分は、

今の段階の活動を見て、その団体を認定するという形の方がいいのではないかと思

います。 

  あと、生協の問題が出ていましたけれども、やはり生協の部分について言います

と、３ページの方の団体構成員の相互扶助を目的とする法人であると私は思います。

やはり、情報や何かはあくまでも団体の方たちに提供されている部分に関して、幾

ら不特定多数、大人数だといっても、そういうような部分に対しての情報の提示、

及びその活動についての内容は、やはり組合員に対してやっていることであり、更

に事業の独立性という点から見ましても、小売等をなさっていらっしゃるところも

ありますので、そういうところからの事業活動がないという形も言えないと思いま

すので、そういう意味では今回の団体としての排除の部分は、こちらの３ページの

方の書き方でよろしいかと思います。 

○山本委員長  ほかに御意見ございますか。 

  大村委員どうぞ。 

○大村委員  事務局の用意していただいたペーパー、大変慎重に論点をほとんどカ

バーしておりまして、その見方ということに関しては基本的には賛成であります。 

  今日、お手元の配布資料の３という形で、私と齋藤委員との名前で日本経団連の

意見書というのを御配布させていただいていますので、そこの２ページ目といいま

すか、カバーリングを外して図のところを見ていただきたいんですが「各論」の（３）

の「適格団体のあり方」ということでございます。 

  ここで、A、Bと２つの意見を集約していますが、Aは適格団体というのは、行

政機関に準ずる程度の公益性と信頼性のある団体に訴権を付与すべきであると。し

たがって、既存の団体の実状に合わせるべきではないと。本件の訴訟の考え方に沿

った要件を設定すべきであると、こういうことであります。 

  第２が、企業恐喝的、和解金目的の訴訟、競争事業者による悪用等を徹底排除を

し得る厳格な要件とすべきということであります。これが総論でございますが、そ

の上で、今日も委員の方からの御意見がもう出ておりますけれども、例えば 43 ペ

ージの影響を排除すべき事業者について、非営利については排除すべきではないで

はないかという御意見もあったんですが、一方、反対の御意見もありまして、消費

者契約法の事業者の定義は、営利、非営利は関係ないわけでございますし、非営利

であっても大変広い事業を行っているという、その事業自体を問うているわけでご

ざいますので、非営利を全部排除するという考え方というのは、基本的には先ほど

申し上げました全体的な考え方からいって、これは反対でございます。 

  その上で、影響云々という形については、さらに先ほど齋藤委員からありました
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けれども、非営利の団体から役員を出しているということについては、過半数とい

うようなことではなく、そういうことであれば一人でも出してもらっては困ると。

当然、論理的にはそういうふうに帰結されるわけでございまして、その点について

意見申し上げます。 

  それから、団体の構成員数ということで 41 ページで、これも御意見がありまし

て、団体の構成員数というよりも行使基盤という組織のことを重要とするという、

この考え方に必ずしも反対するものではありませんで、それはそれで結構なんです

が、これもまた一部の方の御意見がありましたように、団体が訴権を持って、では

訴権を背景に企業とお話をしたいと来たときに、当然その団体の会員と申しますか、

だれがそれを作っている会社なんだと、当然こちらは調べるわけでありまして、そ

のときに極論を言うと一人でもいいというようなことはないだろうと。 

  ここでおっしゃっているのは、団体の構成員ではなくて、団体の構成員のみでは

なく、という意味ではないかなと。すなわち、補完要件として是非やはり団体の構

成員ということも考えていただきたいと。 

  ただ、その場合に２つあると思うんですけれども、ドイツ型のように、いわゆる

泡沫団体的なところは除くという意味で、75 人となっていますし、先ほど 100 人

という数字もあったんですが、そういうような発想で考えるのか、それともフラン

スのように１万人というような形で、団体に対する信頼性をその数字で示すという

ような意味での構成員なのか、どちらなのかと。基盤を重視するから後者ではなく

て前者であるという考えも十分あり得ると思うんですが、その場合でもそれ相応の

数字が必要で、構成員を募るのがそんなに大変なのかなというような、このインタ

ーネットの時代でございますので、もし趣旨に賛同するのであれば、それなりに構

成員を募ることは可能だろうし、また、構成員を募ることもできないような団体で

は、やはり社会から見た信頼というのが１つ足らないのではないかなということで

ありますので、是非最低限補完要件として考えていただきたいと思います。 

  以上です。 

○山本委員長  どうもありがとうございました。 

  大河内委員にこの後御発言いただきますが、消費者契約法上の事業者概念の問題

と、43 ページのBの非営利事業者を排除するかどうかという問題の関係ですけれど

も、消費者契約法は民事のルールでありますので、当該行為について法人でない個

人事業主、あるいは弁護士さんなどがどう関わるかというところで、当該の具体的

な行為において見るわけです。ですから、場合によっては八百屋の個人営業主の人

が趣味でパソコンを買うときは、これは消費者として買うわけですし、しかし、経

理のために買うときは事業者ということで、ケース・バイ・ケースに判断される。

こちらの議論は、法人でない個人事業主について、オールオアナッシングで事業者

か否かを決めなければならない。だからちょっとそこに捉え方のずれがある。それ
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も踏まえて、では、本制度の設計としてどうするかというのが論点である。そうい

うことではないかと思いますので、そういう観点で更に御審議を深めていただけれ

ばと思います。 

  では、大河内委員どうぞ。 

○大河内委員  今の観点では別にないんですけれども、私はこの論点整理を読みま

して、具体的な団体のイメージが沸いてこない。やはりすごく机上のものとして適

格性が語られているのかなというふうに思いました。 

  どちらかというと、イメージとしては行政イメージというか、公共性を考えます

と、国民生活センターのようなところでしたら、ここの適格性がほとんど担保され

ているのではないかと。消費者団体訴訟制度というよりは、そういうイメージで厳

格な適格性が語られていて、その辺にすごく疑問を持ったんですけれども、繰り返

しになって申し訳ないんですけれども、法人格のところでも消費者団体の実情と合

わないと申し上げてきたんですけれども、私たちは訴訟のために団体を作ったので

はありませんので、今まで経験してきたものは、自らも被害者であったときに訴訟

を起こしてきた。そういう成り立ちや歴史からいって、そのような厳密な適格性を

問うと手を挙げられる団体というのが一体幾つあるのだろうかというふうに思いま

した。 

  この制度の検討というのが、消費者の自立支援とか消費者の権利の擁護というよ

うなことからなされるというふうに思っていました。そして、一人ひとりでは弱い

消費者に代わって団体が不当な契約とか不当な事業者に対して、訴訟を起こし、そ

して市場の公平性を高めようというために作ろうというのですから、大変整合した

立派な法律をつくっても、手を挙げる消費者団体がほとんどないという状態では、

その実効性が望めないというふうに思います。 

  以上です。 

○山本委員長  ほかに御意見はございますか。 

  三木委員、どうぞ。 

○三木委員  43 ページの「（５）事業者等からの独立性」のところですが、ここで

言う事業者等が消費者契約法に言う事業者と必ずしも同じ概念ではないということ

はあろうかと思いますが、それは前提として、営利を目的とする事業者だけを排除

すればいいかと言いますと、まず排除の仕方をどうするかというのは色々議論があ

ろうと思いますけれども、非営利の事業者等であっても一定の方法と限度において、

排除することを考えるべきだろうと思います。 

  例えば、弁護士を取り上げてみますと、弁護士は勿論この制度を運営していく上

での重要なプレーヤーであって、弁護士の協力は必要でありますけれども、しかし、

他方で弁護士が消費者と利害が相反する場面というのがあることもまた事実であり、

事業者としての弁護士であります。その弁護士の報酬体系の不透明さ等を例に挙げ
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るのが妥当かどうかわかりませんけれども、そういう例を考えてみても、弁護士で

あれば何でもいいのかと。影響の及び方がどうでもいいのかということにはならな

いのではないかと思います。 

  また、これもやや矯めにする議論ではありますけれども、他の士業と事業が競合

する領域というのもあって、弁護士の影響力の非常に強い消費者団体が、他の士業

の活動を制約するような訴訟を起こすということだって、あり得ないわけではあり

ません。 

  勿論、実際にそういうことが起きるかどうかということ、その可能性が高いとい

う意味ではありませんけれども、制度の外から見た姿として、そういったおそれが

排除されていないような制度を仕組むのはいかがなものかということで、影響力の

排除という点では非営利の団体や、あるいは個人の事業者も含めて何らかのことは

考える必要がある。 

  ただ、勿論その場合に、完全に役員等から外すのか、過半数なのか、あるいはほ

かの仕組みがいいのかと。それは色々な考え方が検討されるべきだろうと思います。 

  もう一点、数値要件を課すべきかどうかというのが幾つかのところで議論されて

おります。これは、なかなか決め手がなくて、確としたことが言いにくい問題です

が、私の個人的なイメージとしましては、団体の規模の方の人数要件については、

場合によっては人数という形ではなくて、事務局のお作りになった原案で考えてお

られるような方法でいいのではないかという気がします。 

  なぜならば、人数要件の方は 100 にするにせよ、数百にするにせよ、課された数

字を形の上でクリアーするのはかなり容易なことであって、それを取り繕うことが

すぐにできるというようなところで、どれほど意味があるのかという気がしないで

もないからです。 

  他方で、13 ページに書かれている「（２）活動実績」の方ですが、これは法律と

して作る場合には、数字で置くのがいいのか、あるいは相当期間というような言い

方がいいのかという、立法技術上の問題はあろうかと思いますが、仮に法律として

数字を置かなくても、こちらの方は一般の人が、相当期間というのは大体どのぐら

いかというイメージが沸くような、それがガイドラインなのかどうかちょっとわか

りませんけれども、そういったものは必要ではないかと思います。 

  ちなみに、私自身は定見があるわけではありませんが、16 ページに「自然公園法

施行規則」などで、ここでも規則自体は抽象的な表現で、局長通知として３年程度

というようなことがなされていますけれども、活動実績というからには３年とかそ

の程度のイメージで、半年、１年というのはいかがなものかというイメージは持っ

ております。 

  以上です。 

○山本委員長  どうもありがとうございました。ほかに御意見はございますか。 
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  升田委員どうぞ。 

○升田委員  今の「事業者等からの独立性」の点なんですが、先ほど今回の問題を

分類した中で、一般的な適格性と具体的な事案との関係での適格性の問題があり得

るという話をしたんですけれども、実は、この独立性も両者について問題になるわ

けでありまして、例えば、役員なり、あるいは団体の構成員に相当数相手方、つま

り被告となる事業者と同業、あるいは競争関係にあるという場合を想定してみます

と、一般的な適格性で、例えば２分の１以下を下回るとか、２分の１以下であれば

いいというような要件があったとしても、個々の事案、つまりその訴訟を提起する

に当たって、やはり競争阻害、あるいは不正な競争というようなことは相当考えら

れるわけでありますし、また、日本の社会に複数の適格消費者団体が誕生するわけ

でしょうけれども、その中にあってなぜその消費者団体が、その事業者に対して訴

訟を提起しなければいけないのかということも、やはり当然に議論されるべきであ

って、そういった訴訟は当然に控えるべきと考えるわけです。 

  そうしますと、一般的な独立性の要件も非常に重要だとは思いますけれども、個

々の事案との関係で、やはりそういった利害関係、あるいは利益相反、あるいは弊

害が考えられる場合についても配慮して、やはりその辺りの手当をすべきではない

かという気がいたします。 

○山本委員長  どうもありがとうございました。ほかに御意見ございますか。 

  長野委員どうぞ。 

○長野委員  先ほどから出ております「（５）事業者等からの独立性」の点ですけ

れども、これについて再度意見を申し上げたいと思います。 

  先ほど、山本委員長がおっしゃられたように、消費者契約法上の事業者かどうか

というのは、これは行為の場面によって当然違うわけです。 

  一方では、特に個人事業者を念頭に置きますと、個人事業者の場合は営利という

のがあるかどうかは不確かですけれども、その場合に一方で、ある場面では事業者

であり、ある場面では消費者であると。そういった人は世の中にたくさんいるわけ

ですけれども、例えば役員からの排除というようなものを想定しましたときに、そ

うした一面消費者である者について一般的に役員からすべて外す、ないしはその役

員の過半数、過半数という要件になるとすれば、またちょっと別かもしれませんけ

れども、一般的に役員から外すというようなやり方というのは、そういった消費者

問題に関わりたいという人たちのパワーを消費者団体に結集する機会を不当に排除

してしまうのではないかというふうに考えております。ですから、そういったやり

方は妥当ではないのではないかというふうに考えております。 

  ただ、むしろ先ほど申し上げたように、個別事案においてそういった利害相反す

るような場合については、当然議決権行使の停止であるとか、その問題については

関わらないというような手当が必要かとは思いますけれども、一般的にそれをすべ
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て外してしまうというのは、妥当ではないし現実的でもないのではないかというふ

うに思います。 

  以上です。 

○山本委員長  ほかに御意見ございますか。 

  坂東委員どうぞ。 

○坂東委員  私も長野委員に同感です。今回の消費者団体訴訟制度というのは、恐

らく消費者団体運動にとって、新しい広がりを持たせようという観点も重要だろう

と思います。むしろ、専門家の方々が消費者運動の中に入っていただいて、具体的

な関与をいただくと。そのことが場合によって、訴訟の公正さというもの、あるい

はその判断を適切にしていくということに関わりを持って消費者運動が行われてい

くということではなかったかなという気がします。 

  そうだとしますと、それらの専門家が、むしろ積極的に関与できる仕組みを考え

る方が要件論としては妥当であって、排除の方が先にありきという議論では、私は

ないと思います。 

○山本委員長  更に御意見を頂戴したいと思います。 

  御船委員どうぞ。 

○御船委員  先ほど 13 ページで問題になりました相当期間ということで、半年と

か１年とか、３年とかというお話があったんですが、団体が一定の事業をして、そ

してそれを判断して、更によくしていくというようなサイクルを考えますと、２年

以上は必要ではないかというふうに思います。計画をして、そして実行して、そし

て判断をしていくということであると２年というふうに思うんですが、それが長い

という御意見もあるかと思いますが、サイクルとしては２年以上は必要ではないか

というふうに感想としては思います。 

  それから、先ほどから数をどうするかというお話があるんですけれども、やはり

数よりも内容、実績というようなことがありますので、100 人とか１万人とかとい

う、色々な言い方、あるいはそれを整備していくというようなことが容易だとすれ

ば、余りそれにこだわる必要はなくて、それは必ずしも厳格な意味で運用していく

ということには当たらないのではないか。数は余り必要ではないのではないかとい

うふうに考えております。 

  以上です。 

○山本委員長  ほかに御意見はございますか。 

  三木委員どうぞ。 

○三木委員  ちょっと一言つけ加えたいと思いますが、特定の事業者等からの影響

という問題ですが、これは２つの場面を分けて考える必要があるのではないかと思

います。 

  ２つというのは、団体の適格要件としての影響排除という問題と、それから実際
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に消費者団体訴訟が起こされたときに、それが特定の団体の影響を受けた訴訟であ

るかどうかという問題です。 

  後者の方の場合は、これは前回もちょっと議論が出たんですけれども、これは考

え方がいろいろあろうかと思いますが、特定の団体の影響を受けて、言わば私利の

ためにこの訴訟が起こされた場合、それはその訴訟要件か実態要件かは別として、

訴訟としては排除されるんだろうと思います。 

  私自身は、実体の要件の問題と個人的には考えておりまして、つまり消費者全体

のための訴権行使ではないということで、基になる権利自体が裁判所から認定され

ない。つまり棄却になるということではないかと思います。 

  他方、それと違って今問題にしている団体の認定のための適格要件というのは、

一般的に抽象的な話でして個別のお話ではないと。 

  この場合には、公正さそのものということもさることながら、公正さの外観とい

うことが大事なんだろうと思います。公正さの外観を確保できるような仕組みにす

るということで考えますと、実際にはおかしなことをしそうにないような人であっ

ても、おかしなことをしそうでないような事業者にしても実際にはやるかもしれな

い。それはわからないわけですから、外観としては一定の限度と手段において排除

しておく必要があると。 

  勿論、仕組みとして、私は例えば役員会は全面的に外すというのがいいとは思っ

ていませんが、過半数がいいのか３分の１を超えたらいかぬとか、３分の１とか２

とかという話なのか、それはわかりませんけれども、一定限度で制限をするとか、

あと、役員構成以外の仕組みというのも考えられるとは思いますが、何らかの形で

特定の事業者なり事業者団体が完全に支配していると。それが仮に公益的な団体で

あったとしても、そういうものは認めるべきではないというふうに思います。 

  以上です。 

○山本委員長  どうもありがとうございます。 

  三木委員をはじめ、多くの委員から御指摘のありますように、ここの問題は主と

しては入り口の適格性認定の話をしている。個別の問題は次回また濫用防止とか、

そういう辺りを議論しますので、そちらで更に御審議いただく。そういう仕分けか

なというふうに一応は理解されるのではないかと思います。更に御意見をいただけ

ればと思います。 

  鹿野委員どうぞ。 

○鹿野委員  先ほどから 43 ページの独立性について、色々御議論があるのですけ

れども、結論的に私自身は、たった今、三木委員がおっしゃったことに基本的には

賛成です。確かに、例えば弁護士等の専門家が積極的に関与していくことが必要だ

ということも大いに考えられます。しかし、一方で、ここに掲げられているように

非営利といっても色々な事業者等が考えられるわけで、それが例えばＮＰＯ法人や
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公益法人であったとしても、構成が余りにも偏るということになっては、どうもま

ずいのではなかろうかと思うのです。したがって、事業者等を役員から一切排除す

るというやり方は適当でないと思いますけれども、一定の割合を区切り、一定の制

限をして偏りを防ぐということは必要なのではないかと思います。 

  あと一点、先ほど申し忘れていたところですが、これも複数の委員の方から御意

見があったように、13 ページのBのところで、下部団体が集まって上部団体が結成

されたような場合において、その上部団体の適格性を判断する場合に、下部団体の

活動を見ることが不可能なような仕組みはまずいのではないかと思いますので、そ

の点を申し添えておきたいと思います。 

  以上です。 

○山本委員長  ほかに御意見はございますか。 

  升田委員どうぞ。 

○升田委員  非常に細かいことなんですけれども、今、13 ページを見ながら、ふと

気になったんですが、Cのイ.のところで「企業恐喝をはじめ不当な目的を有した

団体等ではないこと」と書いてあるんですけれども、世の中でそんな目的を持って

いる団体というのはないわけです。 

  少なくとも、そういうことは目的になっていないわけで、多分活動の実績がある

とか、あるいはそういう動機をどこかに有しているとか、多分そんな表現でないと、

これでは何も排除されていないことになるんではないかという気がします。 

○山本委員長  どうもありがとうございました。 

  坂東委員どうぞ。 

○坂東委員  中身の議論ではないので、むしろお聞かせいただければと思うんです

が、今回の議論の中で、参考資料に挙げられている様々な法律規定がございます。 

  その中で特にたくさん出てくるのが、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律

です。そこでは犯罪被害者と援助団体ということの認定のモデルが、あたかもこれ

の前提となるかのごとく記載されていることが、やや気になっております。 

  と申しますのは、私もまだ十分勉強不足で、どこまで正確な理解ができているか

は自信がありませんが、この団体は恐らく、活動に対する資金的な援助や、あるい

は認定に関する基準も含めて、どうも消費者団体訴訟と同一に資料として並べてい

いのかについては、議論があり得るのではないかという気がしてならないからです。 

  ですので、ここにこういう規定があるよと、参考ですから規定があるよという範

囲では結構なのかもしれませんが、その部分をどうお考えなのかを少しお聞かせい

ただけたら大変ありがたいなと思います。 

○山本委員長  これは、まさしく参考だと思われますが、事務局からコメントいた

だけますか。 

○鈴木室長  まさしく参考なんですけれども、犯罪被害者等給付金の法律に限らず、
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例えば 25 ページに、まさに犯罪被害者の法律を載せてございますが、いわゆる政

府の指定するような、政府代行機関的な指定という形で色々規定しているんですけ

れども、今日御議論いただいているようなものは、犯罪被害者に限らず、一般的に

は今日色々参考で付けているような要件で規定されているケースが多いと。 

  更に、45 ページの先ほど御紹介しましたけれども、参考 12 で住宅の品質確保の

促進等に関する法律。最近は、政府代行的な機関から公正中立な第三者機関への移

行、民間活力の導入ということで、民間企業をどんどん入れようという方向になっ

ていまして、その場合は、まさにすぱっとした数字的なもので、かつ簡素なもので、

つまり民間事業者をどんどん入れていいようなものは、ここに掲げてございますよ

うに、例えば１号でも評価員という、ある意味専門的な人なんですけれども、専門

スタッフが何人以上と。 

  そして、２号にございますように、まさにこちらもすぱっと割合で役職員の２分

の１以下とか、大抵法律のパターンとしましては、公益性の強いものについては犯

罪被害者で紹介したような規定ぶりが多うございまして、その一方で、どんどん民

間事業者についても最低限のところだけ押さえて参入させるというものでは、今、

45 ページで紹介しているような登録基準みたいなものというのが、大抵大別すると

２つあるということで、決して犯罪被害者だけこういうのを挙げたわけではござい

ませんで、一応、訴訟ということでなるべく近いものを書いた方がいいかなという

ことで、あくまで例として掲げさせていただいております。 

○坂東委員  結構ですが１点だけ。勿論そうなんだろうと思いますが、やはりこれ

が一番多くあげられているのも事実です。だとすると、そうした団体にどれだけの

資金援助がなされていて、どういう仕組みで認定がなされてということは押さえた

上で御提示いただけているんだと理解をしていますということだけは申し上げさせ

ていただきます。 

○山本委員長  更に御意見はございますか。どうぞ。 

○服部消費者企画課長  13 ページの「（２）活動実績」のBのところ、色々御意見

をいただいているところなんですけれども、やはり消費者利益代表性というのを確

認するというのは、ある意味で消費者から見ても自分たちの代表なんだと、こうい

った確認ができると、そういう機会があるというのは非常に重要ではないのかなと。 

  そうしますと、消費者の方から見て、上部団体のところが全く活動実績というの

が見えてこないというものも、私個人的にもいち市民としてなかなかぴんとこない

ところもありまして、御意見としていただいていますのは、全く活動をしていない

ということでよいということでもないというふうに私は理解させていただいたんで

すが、そういう理解でもよろしいでしょうか。 

○山本委員長  これは、むしろ委員の方に対する御質問というか、更に御発言を敷

衍していただきたいということだと思います。どなたでも結構です。 
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  長野委員どうぞ。 

○長野委員  当然活動していなくていいということではないというふうに思います

し、既存の団体が結集して集まったときに、新しく出ている当該団体について、相

当期間の活動期間を求めるとすると、そこから１年なり２年なり期間を設定したら、

その期間は独自に訴権なしの活動をずっとやっていかなければいけないというよう

なことが起きますけれども、それはそれでいいのかということなんです。 

  もう既に構成団体がそれなりの活動をずっとやってきていたということであれば、

それを評価した上で、新しくつくった新団体についての訴権行使の活動実績を判断

すればいいのではないかという趣旨です。 

  ですから、新しい団体をつくるような動きは当然出てきていますから、そのとき

に作ったはいいけれども２年間はできませんとか、１年間はできませんとかいうよ

うなことというのは妥当なのかなということです。 

○山本委員長  よろしいでしょうか。品川委員どうぞ。 

○品川委員  今の 13 ページの件については、私も同じように思います。 

  それから、たくさん御意見が出ておりまして、私も繰り返しになるようですので

控えようかと思いますけれども、時間もありますので、もう一回発言します。 

  43 ページの「（５）事業者等からの独立性」の部分の整理です。 

  先ほども私が申しましたように、競合する事業者に対する不当な訴えというふう

な個別の事例については、それに対する対策を立てればいいのではないかというの

が１つ。 

  もう一つ、43 ページの書きぶり等で、真ん中辺に「（影響を排除すべき『事業者

等』について）」という下りがありまして、まず、営利を目的とする事業者は排除

する必要があるのではないかと。これは私も同感です。 

  次に、括弧を除くと、非営利の事業者等からの影響も排除すべきと考えるべきか

否かという論立てになっているわけです。 

  これは、もし、こういう論立てをするのであれば、非営利事業者等一般からの影

響も排除するべきかどうかということよりも、特定の非営利の事業者等からの影響

も排除すべきと考えるかどうか、非営利事業者一般ではなくて、特に非営利事業者

の中でも特定の非営利業者については排除すべきかどうかということを考える必要

があるのではないかという論立てが必要なのではないかというふうに私としては思

います。 

  特に、この団体そのものの要件として営利事業を行うことは、適格要件にそぐわ

ないということが、まず大前提になっているわけですね。 

  逆にいうと、団体そのものが非営利事業を行う場合は、ある程度許容される範囲

があり得る、それ以外の項で、この団体の目的なり何なりから事業の種類によって

は除外されることがあり得るわけですけれども、団体本体が非営利事業全体を行っ



 

 29

てはならないというふうにはなっていないわけですね。 

  ところが、43 ページの先ほど申し述べましたような記述のところで言いますと、

非営利事業全般が影響排除すべき事業者等の中にも、まず含まれてしまっていて論

議されるというのは、論理的にも整合性が取れないのではないかと思っておりまし

て、論議としてはそういう整理が必要なのではないかと思います。 

  整理の仕方としては、そういうことが必要だと思いますけれども、私自身の意見

としましては、そういう点では、営利事業からの影響が排除される、独立性が担保

されていれば、そのことをもって適格要件として認めていいのでないかというふう

に考えることは、先ほど申したとおりでございます。 

  以上です。 

○山本委員長  ありがとうございました。ほかにございますか。 

  では、上原委員お願いします。 

○上原委員  若干戻るかもしれませんけれども、先ほど坂東委員からの御質問があ

りまして、事務局の方で答えられた犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律とか、

その他参考になる法律の規定がどう位置づけられるのかということがありまして、

事務局からの御説明では、いわゆる政府に代行してもらう民間の団体に政府の本来

やっていた仕事を代行してもらうという、そのような位置づけでの法律を並べてあ

るんだという説明があったわけですが、それについて考えますと、結局、問題はこ

ういうものをどの程度参考にして、どの程度似たような要件にするかというのは、

やはり基本的には団体訴権というものをどう位置づけるかということに関わってい

るんだと思います。 

  そのどれにならったらいいかについて定見を持っているわけではありませんが、

先ほど大村委員が紹介された経団連の意見では、適格団体の在り方として、行政機

関に準ずる程度の公益性と信頼性のある団体ということを強調されております。結

局は準ずるというのをどのように考えるかということで、団体訴権というものの位

置づけに関わる重要な問題だと思います。 

  これは、具体的な要件をどう考えるかということで、もう少し議論しなければ何

とも言えないと思うんですが、そういう問題点が重要であるという認識を持ってお

ります。 

○山本委員長  適格消費者団体を政府代行型の団体と位置づけるかは、根幹的な問

題だと思われますが、更に御意見をいただきたいと思います。 

○髙橋委員  適格性の判断主体の議論が後になっておりますので、今の問題提起の

部分というのも、なかなかここで議論をしにくいというふうには思っております。 

  ただ、私としましては、適格要件の中での数値要件、人数であるとか、相当期間

であるとかというのは決め手がないわけですから、今のところは事務局案を支持し

まして、やはり実態で判断主体がどうなるかというところで詰めの議論があるんだ
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ろうなというふうに期待したいと思っております。 

  しかしながら、本日、経団連さんの方から提出されました適格団体の在り方の、

まずAのところなんですが、行政機関に準ずる程度の公益性と信頼性のある団体と

いうものを消費者団体に求めるということ自体が、消費者団体の訴訟制度の根幹に

関わる問題だというふうに思いまして、私は、やはり今後、消費者力が非常に重要

で、消費者団体が未来に向けて活発に活動していくことで、市場の健全性が保たれ

るというふうに思われますので、公益性なり準行政機関のようなものということは、

前提にすべきではないというふうに思っております。 

  それから、同じく経団連さんのペーパーの２番目の企業恐喝的、和解目的的な訴

訟、競争事業者による悪用等を徹底排除し得る厳格な要件とすべきというふうにお

書きなんですが、これはまさに事業者団体の問題ではないかと私は思いまして、こ

のような不正な訴訟に屈するような団体というのを中にお抱えかというと、多分そ

うではないと思いますので、わざわざこういう要件を掲げる必要はないのではない

かというふうに思います。 

  以上です。 

○山本委員長  大村委員どうぞ。 

○大村委員  先ほどは、なるべく簡略にということで、結論だけを書いたんですけ

れども、この文章はまさに公益性と信頼性のある団体と、こういう点を申し上げて

いる次第でございまして、今後、消費者団体、この適格団体が消費者全体の利益の

ために訴権を与えられて事業者を訴えるというような、ある意味では特権を得るわ

けでございますので、その場合に、そういう権利をもらう適格消費者団体というの

は、既存の実情云々ではなくて、ゼロから考えて、社会から信頼されると、それに

値するんだと、こういう視点を全面に押し出していただきたいと、こういう意味で

あります。 

  権利を与えるからには、権利や義務、責任ということが不可欠、当然のことでご

ざいまして、これは次回のテーマでありますので、今日はあえて申し上げませんけ

れども、情報開示とか、外部からのチェック、こういうことも当然不可欠になるで

あろうし、それから抜け道というのは徹底的に防ぐと、こういうことであります。 

  先ほど、事業者が色々と不祥事が云々という話があって、それはそのとおりなん

ですが、一方、不祥事というのは、例えば 100 社のうち１社、例えば 99％が問題

なくても、１社が問題を起こせば、これは徹底的に企業全体に対しての規制という

のは強化され、そして市場から当該不祥事を起こした会社は市場の評価によって株

価が下落すれば、あっという間に何百億、何千億という企業価値が喪失すると、こ

ういう形の制裁が加えられているわけです。 

  このような考え方から申し上げまして、初めて消費者団体にこういう特権が与え

られると。一方、その消費者団体に対しては、今おっしゃいましたように、従来は
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そういう制度、訴権というのは想定していなかったわけでございますので、想定し

たからには、これは基本的に行政機関の準ずるという意味であって、行政機関の権

限を与えると言っているわけではないのであって、公益性と信頼性というのが市民

の目から見て、消費者の目から見て必要だろうと、そういう意味でございます。 

○山本委員長  どうもありがとうございました。 

  長野委員どうぞ。 

○長野委員  先ほどの点に戻りますけれども、影響を排除すべき事業者等について

の非営利の事業者等のことですけれども、これについては、先ほども申し上げまし

たけれども、再度考えますと、現在、訴権団体を目指して、色々な団体の結合があ

るわけですけれども、ここでいう事業者等を消費者契約法上の事業者ということに

なりますと、団体すべて、いわゆる消費者団体もすべて入ってしまう。 

  消費者団体が構成団体になって新しく団体をつくったというときには、そこから

役員が出せないということになるのは極めて非現実的で、およそ事業者からの影響

を排除するべきという意図自体は、確かにわからないではないですけれども、制度

自体が回っていかないようなことになってしまう。そういう不都合はあってはなら

ないだろうというふうに私自身思います。 

  ですから、そこのところについては、もし独立性を求めるとしても、適切なとこ

ろで線を引いていただきたいというふうに思っております。 

  もう一点、先ほど大村委員のおっしゃった、公益性、信頼性をどう確保していく

かということですけれども、もともとこの制度自体は、民間の消費者団体にこうい

った活動を担わせて、消費者行政が今まで担った分についても消費者団体に担わせ

ようという発想があって、それによって活性化していこうと、公正さを確保してい

こうというのが１つの意図であったろうと思います。 

  そこで言う消費者団体の公益性、信頼性というのは、当然、先ほど三木先生がお

っしゃった、公正らしさというのも重要かと思いますけれども、やはり消費者団体

が、真に消費者のための活動をやっているかどうかというのは、それはやはり消費

者団体が行っている活動を事後的に評価して結局どうであったかと、それが国民、

市民がどういうふうに評価するかということであろうかと思いますので、余り事業

者からの独立性とか、ここで言う適格団体の要件を絞る余り、むしろ制度自体が回

っていかないような厳格な要件にするのはどうかというふうに私自身は思います。 

  以上です。 

○山本委員長  委員の皆様から、特に御意見が出ていないので、私から発言するの

はどうかと思われますが、前回の適格要件の議論をするときに、大変たくさん御意

見が出ました特定分野に限って活動する法人の取り扱い、これが３ページに記述さ

れてございます。すなわち、特定の分野に限って活動する法人は、その分野につい

ての訴権を与えるのか、ドイツなどでは、考え方としてはそういう考え方を取って
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いるようですが、そういうことなのか、それとも全般にわたり訴権を認めてよいと

いうのか、それともそこは余り突き詰めるのではなく、デパート型といっても、何

でもござれという団体は恐らくないわけで、恐らく得意分野とそうではない分野は

あるわけで、そうであれば、それは程度問題であって、運用で対処する。とにかく

特定分野に限って活動する法人を、訴権団体としておよそ排除するものではないと

いうことだけをここで確認しているのか、ここがあいまいですと、非常に議論のあ

ったところですので、必ず後で受け止め方が違って問題になり得ると思いますので、

ちょっと事務局の方から御説明をいただけますでしょうか。 

○鈴木室長  特定の分野だから排除するものではないという趣旨でして、その他、

例えばまさに消費者全体、不特定多数の利益のために活動しているかというのは、

きっちり見るという趣旨です。 

○山本委員長  ということだそうです。よろしいですか。ほかに御意見はございま

せんでしょうか。 

  三木委員どうぞ。 

○三木委員  今の点は、訴権としては確かにこの分野の訴えしか起こせないという

ような訴権を与えるというのは、なかなか制度的に難しいし、妥当かどうかもわか

らないということで、訴権を与えられれば、分野を問わず、抽象的には訴えを起こ

せるようになるんだろうと思いますが、滅多にないことだと思いますけれども、あ

る特定の分野の活動しかしない団体が突如として関係ないと起こせば、それは訴権

の濫用とかの認定ファクターの１つにはなるんだと、そういう扱いではないかと思

います。 

○山本委員長  ほかにございますか。 

  髙橋委員どうぞ。 

○髙橋委員  今の部分をちょっと確認させていただきたいんですけれども、そうし

ますと、特定の分野に限って活動する法人であっても、全く関係ないというような

ことではなくて関連づいていれば、訴権団体として適格性を判定されるというふう

に判断してよろしいでしょうか。ちょっと事務局の方に。 

○山本委員長  三木委員の御意見は、一部だけを認めるというのではなく、全部に

つき訴権を与える。ただし、関係ない場合については、訴訟の場面で濫用として判

断されるというものでした。 

  しかし、それは三木委員の御意見なので、資料の文章の趣旨はどうかということ

につき再度髙橋委員からの御質問ですので、恐縮ですが、もう少しお願いします。 

○鈴木室長  三木委員のような考え方と、あるいはそもそも申請してもらう段階で、

訴権行使の範囲ですか、自分はこういう分野でというのを出してもらうというパタ

ーンもあると思っていまして、要は事業範囲といいますか、対象範囲を書いていた

だくというパターンもあるのかなと考えておりますが、いずれにしても先ほどの繰
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り返しになりますけれども、特定のやろうとしている分野に限っては、ほかの要件

がきちんと収まっていれば、排除されないという趣旨でございます。 

○山本委員長  よろしいですか。三木委員どうぞ。 

○三木委員  ちょっと補足ですけれども、先ほど申し上げたのは、一たび訴権団体

として認定されれば、そうだという趣旨であって、認定される段階では、今、事務

局がおっしゃったように、制度の仕組み方として特定の分野だけの訴権を行使する

団体というのを団体自身が望んだ場合に、それが認められる仕組みにするのかどう

かとか、あるいは認定の段階で余りにも狭い分野しか扱っていない団体には、この

制度になじまないということで訴権を認定しないということになるのか、そういう

ことはあり得ると思います。 

○山本委員長  御意見は、ほかによろしいでしょうか。 

  川本委員どうぞ。 

○川本委員  もう時間もないようですけれども、何も発言していないので、１つだ

け 20 ページのイメージ図ということで、先ほども説明がありましたけれども、こ

れは今後のいろんな活動を考える上で、非常にイメージとして大切かなと思って見

ていました。これからはＩＴの時代なので、電話だけではなくて、メールの相談と

か、いろんなことが出てくるんでしょうけれども、今後そういう認定された、ある

いは申請した団体が、一遍にここに書いてあることを全部できるのかどうかという

のもありますし、法律に具体的にどこまで書くかという問題と認定に際してどこま

で考えるかというのは、必要な活動をどこまで考えるかという関連で非常に重要か

なと思っていましたけれども、また、次の機会にでも発言させていただきたいと思

います。 

○山本委員長  よろしゅうございますか、ほかに特にございませんでしょうか。 

  髙橋委員どうぞ。 

○髙橋委員  先ほどの特定の分野に限っての御質問というか、要望です。これから

の消費者問題では、ある特定の分野で緊急性が高くて、しかし、かなり専門性を持

っていないと、事前交渉なり、訴権行使ができないケースが出てくるのではないか

というふうに私は思っているんです。 

  ですから、そこがそれしかできない代わりに、その要件のところで、人数要件と

か何かが、もし数値で示される場合には、緩和措置が取られるというふうなことが、

私はあった方がいいというふうに思うのです。それは難しいと服部課長が言ってお

られますけれども、その特定の範囲内ということに関しての議論を一度深めていた

だきたいと思っております。それは難しいのでしょうか。 

○鈴木室長  それは、まさに全国規模で活動する団体なのか、県域で活動するのか、

そしておっしゃったように、特定分野で活動するのかというのに応じて、まさに訴

権行使基盤ですとか、そういうのをチェックすることになるので、おのずとこうや
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りたいという事業の内容に応じて行政庁も審査するということにはなると思ってお

ります。 

○山本委員長  ほかに御意見がございませんようでしたら、今日は時間が少しだけ

残りましたけれども、消費者団体の要件につきまして、種々の御意見をいただきま

して、どうもありがとうございました。 

  次回のテーマと関係する御意見も多かったと思いますが、委員の皆様の御意見を

踏まえまして、今後のとりまとめにつなげていくこととしたいと思います。 

  最後に、事務局から連絡事項をお願いします。 

○鈴木室長  次回の委員会は、３月 31 日に午後２時から４時まで、この会議室に

おいて開催いたします。次回は、適格要件の適合性の判断主体の問題ですとか、事

後的担保措置、訴訟手続等について御議論いただきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○山本委員長  それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。 

  どうもありがとうございました。 

 


